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独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

セ
ン
タ
ー
の
目
的
の
追
加

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
目
的
と
し
て
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
促

進
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
洋
水
産
資
源
の
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
（
以
下
「
海
洋
水
産
資
源
の
開
発
及
び
利
用

の
合
理
化
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
調
査
等
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

第
二

役
員
数
の
変
更

セ
ン
タ
ー
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
五
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
三

業
務
の
範
囲
の
変
更

一

セ
ン
タ
ー
は
、
従
来
の
業
務
に
加
え
、
栽
培
漁
業
に
関
す
る
技
術
の
開
発
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
一
項
関
係
）

二

セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
二
項
関
係
）

海
洋
の
新
漁
場
に
お
け
る
漁
業
生
産
の
企
業
化
そ
の
他
の
海
洋
水
産
資
源
の
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
の
た
め
の
調

(一)
査
を
行
う
こ
と
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

(二)
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海
洋
の
漁
場
に
お
け
る
新
漁
業
生
産
方
式
の
企
業
化
の
た
め
の
調
査
を
行
う
こ
と
。

(二)

海
洋
水
産
資
源
の
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
。

(三)

か
ら

ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

(四)

(一)

(三)

三

セ
ン
タ
ー
は
、
一
及
び
二
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
委
託
を
受
け
て
、
海
洋
生
物
資
源
の
合
理
的
な

保
存
、
管
理
及
び
利
用
の
た
め
に
必
要
な
調
査
を
行
う
者
の
養
成
及
び
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
四
項
関
係
）

第
四

調
査
結
果
の
公
表
等

セ
ン
タ
ー
は
、
海
洋
の
新
漁
場
に
お
け
る
漁
業
生
産
の
企
業
化
の
た
め
の
調
査
に
つ
い
て
、
当
該
調
査
の
結
果
を
農
林
水

産
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

第
五

区
分
経
理

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
の
二
の
業
務
と
そ
れ
以
外
の
業
務
に
つ
い
て
、
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
六

緊
急
時
の
要
請
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農
林
水
産
大
臣
は
、
水
産
動
植
物
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
害
の

拡
大
又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
必
要
な
技
術
の
開
発
を
実
施
す
べ

き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

第
七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
か
ら
六
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
第
三
の
一
の
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
関
し
、
現
に
国
が
有
す
る
権
利

及
び
義
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
セ
ン
タ
ー
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
栽
培
漁
業
に
関
す
る
技
術
の
開
発
の
用
に
供
さ
れ

て
い
る
国
有
財
産
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
セ
ン
タ
ー
に
無
償
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）
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四

海
洋
水
産
資
源
開
発
セ
ン
タ
ー(

以
下
「
開
発
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。)

は
、
開
発
セ
ン
タ
ー
の
解
散
の
日
の
前
日
ま
で

に
、
開
発
セ
ン
タ
ー
に
出
資
し
た
政
府
以
外
の
者
に
対
し
、
当
該
持
分
に
係
る
出
資
額
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
り
持
分
の

払
戻
し
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

五

開
発
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
資
産
及
び
債
務
は
、
そ
の
時
に
お

い
て
セ
ン
タ
ー
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

六

社
団
法
人
日
本
栽
培
漁
業
協
会
は
、
そ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
資
産
及
び
債
務
を
セ
ン
タ
ー
に
承
継

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
承
継
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
、
解
散
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
関
係
）

七

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
こ
と
。


